
大口町告示第３１号 

 

 大口町原子爆弾被爆者受診費助成金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように

定める。 

 

  平成２９年３月２９日 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博  



 

大口町原子爆弾被爆者受診費助成金交付要綱の一部を改正する要綱 

 

大口町原子爆弾被爆者受診費助成金交付要綱（昭和６１年大口町告示第１３号）

の一部を次のように改正する。 

第３条中「４万５千円」を「６万円」に、「３万２千円」を「４万６，０００円」

に、「支給するものとする」を「限度に支給することができる」に改める。 

第４条中「に受診」の次に「及び宿泊」を加える。 

附 則 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大口町原子爆弾被爆者受診費助成金交付要綱の規定は、この要綱の施

行の日（以下「施行日」という。）以後に受診した場合について適用し、施行日前

に受診した場合については、なお従前の例による。 
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